
 

別添２ 

 

令和８年酒類鑑評会開催要領 

（本格焼酎部門） 

 

出品酒の搬入期限 令和８年１月２９日（木）午後２時 

出品酒目録、出品酒調査表提出期限 令和８年１月２９日（木） 

入場整理券申込期限 令和８年３月６日（金） 

品質評価 

【チャレンジの部】 

本審・念審：令和８年３月３日（火） 

 

【一般酒の部】 

予審：令和８年２月１２日（木）、１３日（金）、 

１８日（水）、１９日（木） 

決審：令和８年３月２日（月）、３月４日（水） 

 

【炭酸割りの部】 

本審：令和８年２月１３日（金）、２０日（金） 

表彰式 令和８年４月２２日（水） 

製造技術研究会 
令和８年４月２２日（水）から 

令和８年４月２３日（木）まで 

 

鑑評会に関して不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

熊 本 国 税 局 

 

連絡先 熊本国税局鑑定官室（担当：宮本・藏本） 

電話  ０９６－３５４－６１７１（内線６２１５・６２１６） 



１ 目的 

熊本国税局管内で製造された本格焼酎の品質評価を行い、併せてその結果に基づき特に優秀な

本格焼酎製造技術を有すると認められる酒類製造者及び杜氏等製造責任者を顕彰することにより、

本格焼酎の製造技術基盤の強化及び本格焼酎の品質向上を図り、もって酒類業の健全な発達に資

することを目的とします。 

２ 用語の意義 

この開催要領において使用している用語の意義は次表のとおりとします。 

用語 意義 

主原料 

（２次原料） 

甘藷、米、麦などの、麹以外のいわゆる２次原料をいいます。麹以外の原料

を使用しない全麹仕込の場合は、麹原料を主原料とします。 

原料区分 

主原料のうち、公正競争規約に規定する冠表示をする主原料の区分をいいま

す。ただし、麹のみを使用したいわゆる全麹仕込の出品酒については、公正

競争規約に規定する冠表示をする麹の原料の区分をいいます。 

原料区分は「甘藷」、「麦」、「黒糖」及び「米・その他」の４つとし、「米・そ

の他」は他の３つの区分のいずれにも該当しないものとします。 

樽貯蔵 木製の容器に貯蔵することをいいます。 

主力製品 
出品資格を有する製造場で製造した本格焼酎のうち、出品時点において、製

造数量の多い製品（レギュラークラス）をいいます。 

３ 出品 

⑴ 出品資格 

熊本国税局管内に単式蒸留焼酎製造場（単式蒸留焼酎の製造免許を受けている場所）を有する

本格焼酎製造者（単式蒸留焼酎の製造免許を受けている者のうち本格焼酎を製造している者）及

び熊本国税局管内の、びん詰め等のための蔵置場をもつ製造者が主となって組織する法人（以下

「共同びん詰法人」といいます。）が熊本国税局管内に設置したびん詰等のための蔵置場としま

す。 

なお、本格焼酎製造者のうち、一の製造場に複数の製造設備がある場合は、次の条件を全て備

えている製造施設を製造場とみなし、製造施設ごとに出品を認めます。 

イ 専任の杜氏（又は製造責任者）が存在すること 

ロ その製造施設において、原料処理から製麹、もろみの蒸留、製成までの一貫した本格焼酎製

造が行われていること 

⑵ 出品区分等 

本格焼酎製造者が出品できるのは、熊本国税局管内の自己の製造場で製成した本格焼酎とし



ます。共同びん詰法人が出品できるのは、熊本国税局管内の自己の蔵置場において、熊本国税局

管内で製成された本格焼酎を移入し、びん詰めを行った本格焼酎とします。 

出品区分及びその規格は、次表のとおりとします。 

出品区分 チャレンジの部 一般酒の部 炭酸割りの部 

原料区分 全区分共通 甘藷 甘藷以外 全区分共通 

製造年月（注１） 問いません 
令和７年 

７月以降 

令和７年 

１月以降 
問いません 

アルコール分 ３５度以上（注２） ２５度程度 問いません 

樽貯蔵（注３） 問いません 無 問いません 

特別な製造方法 有（注４） 問いません 問いません 

表彰状の授与 有 

（注）１ もろみを蒸留したときを指します。 製造年月の異なる本格焼酎を混和している場合

は、構成酒の全てが上記規格に該当しているものに限り出品を認めます。 

２ もろみを蒸留した直後のアルコール分が３５度以上のもののうち、樽貯蔵等、貯蔵中

にアルコール分が低下したことで３５度未満となったものは、出品を認めます。 

３ 樽貯蔵したものは、一般酒の部には出品できません。チャレンジの部又は炭酸割りの

部に出品可能なものは、法令に規定する着色度の要件を満たしているものに限ります。 

４ 主力製品とは異なる製造方法（原料、原料処理方法、製麹方法、発酵方法、蒸留方法、

精製方法、貯蔵方法、ブレンド方法等）を少なくとも１つ以上採用することにより、主

力製品より品質の向上が見込めるものに限り、出品を認めます。例えば、アルコール分

の出品規格を満たすために主力製品に加水していないもの（単なる原酒）は、特別な製

造方法を実施しているものとは認められません。 

⑶ 出品点数 

イ チャレンジの部 

出品点数は２点以内とします。ただし、同一貯蔵容器からの出品は１点限りとします。 

（注）同一貯蔵容器とは、酒税法で記帳が義務付けられている帳簿類において、一つの貯蔵

容器として管理されていると認めるものをいいます。以下、同様です。 

ロ 一般酒の部 

出品点数は６点以内とし、米・その他区分を除き、一つの原料区分につき２点以内とします。

米・その他区分は、米を主原料とするもの及び米以外を主原料とするものについて、それぞれ

２点以内とします。また、以下の場合については、３点以上の出品を認めます。ただし、同一

貯蔵容器からの出品は１点限りとします。 



(ｲ) 甘藷区分 

使用した甘藷の品種が同一のものの出品は２点までとし、異なる品種の甘藷を原料とした

ものがある場合は、３点までの出品を認めます。 

（例）コガネセンガン製１点とべにはるか製２点 

コガネセンガン製１点、ジョイホワイト製１点及び高系１４号製１点 

(ﾛ) 麦区分 

減圧蒸留法で製造したもののみの場合は２点までとし、常圧蒸留法で製造したものを１点

でも含む場合は３点までの出品を認めます。 

（例）減圧蒸留法で製造したもの２点と常圧蒸留法で製造したもの１点 

常圧蒸留法で製造したもの３点 

(ﾊ) 米・その他区分 

米を主原料としたものは、減圧蒸留法で製造したもののみの場合は２点までとし、常圧蒸

留法で製造したものを１点でも含む場合は３点までの出品を認めます。 

（例）米を主原料として減圧蒸留法で製造したもの２点と常圧蒸留法で製造したもの１点 

米を主原料として常圧蒸留法で製造したもの３点 

米を主原料として減圧蒸留法で製造したもの２点とそばを主原料としたものを２点 

米を主原料として常圧蒸留法で製造したもの３点とそばを主原料としたものを２点 

原料区分 主原料 原則の出品本数 特例 

甘藷 

す べて の

原 料区 分

合 わせ て

６点以内 

２点以内 
異なる品種の甘藷を原料としたもの

がある場合は３点以内 

麦 ２点以内 
常圧蒸留法で製造したものを１点で

も含む場合は３点以内 

黒糖 ２点以内 なし 

米・その他 

米 ２点以内 
常圧蒸留法で製造したものを１点で

も含む場合は３点以内 

米以外 ２点以内 なし 

ハ 炭酸割りの部 

１点限りとします。 

⑷ 出品酒目録及び出品酒調査表 

イ 作成 

様式１「令和８年酒類鑑評会出品酒目録（本格焼酎部門）」（以下「出品酒目録」といいます。）

及び様式２「令和８年酒類鑑評会出品酒調査表（本格焼酎部門）」（以下「出品酒調査表」とい

います。）を作成してください。エクセルファイルをファイル転送機能（PrimeDrive）で配付

しますので、ダウンロードして記入してください。詳細は別添３「令和８年酒類鑑評会 必要



書類及び提出方法」のとおりです。 

記載に当たっては、別紙１「出品に当たっての留意事項（本格焼酎）」を御参照ください。 

ロ 提出期限 

令和８年１月２９日（木） 

ハ 提出方法 

別添３のとおりです。 

⑸ 出品酒 

イ 容器等 

出品酒は、同一の本格焼酎を詰めた９００ｍＬ瓶詰品とし、出品本数は次表のとおりとしま

す。 

ただし、チャレンジの部において既製品を出品する場合に限り、内容量が７００ｍＬ以上９

００ｍＬ未満かつ瓶の大きさが幅８．３ｃｍ×奥行８．３ｃｍ×高さ３０．０ｃｍに収まるも

のであれば出品を認めます。 

出品区分 出品本数 

チャレンジの部 

原則（９００ｍＬ瓶） ３本 

特例（７００ｍＬ以上９００ｍＬ未満の瓶） ４本 

一般酒の部 ３本 

炭酸割りの部 
焼酎１に対する炭酸水の量が 1.0の場合 ５本 

上記以外の場合 ４本 

すべての瓶に様式３「令和８年出品票（本格焼酎）」（以下「出品票」といいます。）及び化

粧ラベルを貼付してください。 

記載等に当たっては、別紙１を御参照ください。 

ロ 搬入期限 

令和８年１月２９日（木）午後２時 

ハ 搬入先 

〒８６０－８６０３ 熊本市西区春日２丁目１０番１号 

熊本地方合同庁舎Ｂ棟 熊本国税局 鑑定官室 

電話０９６－３５４－６１７１ 

ニ 保存温度 

送付された出品酒は、品質評価及び製造技術研究会まで室温で保存します。 

ただし、炭酸割りの部出品酒については、１５度の環境で保存することもあります。 

ホ 注意事項 

(ｲ) 出品酒は、整理の都合上、包装紙等による過度の包装は行わないでください。 



(ﾛ) 出品酒を直接鑑定官室に搬入する場合は、一般来庁者駐車場及び搬入用の駐車場所が使

用可能です。ただし、搬入用の駐車場所には１台分程度のスペースしかないため、混雑緩和

に御協力をお願いいたします。 

 

４ 品質評価 

⑴ 日時 

イ チャレンジの部 

令和８年３月３日（火） 

ロ 一般酒の部 

(ｲ) 予審 

令和８年２月１２日（木）、１３日（金）、１８日（水）及び１９日（木） 

(ﾛ) 決審 

令和８年３月２日（月）及び３月４日（水） 

ハ 炭酸割りの部 

令和８年２月１３日（金）及び２月２０日（金） 

⑵ 場所 

熊本国税局 鑑定官室 

⑶ 品質評価方法 

イ チャレンジの部 

以下の方法により実施することを予定していますが、出品点数等によっては方法を変更す

ることがあります。 

(ｲ) 透明グラスから、各品質評価員が個別の容器に取り分けて評価します。 

出品酒搬入用 

駐車場所 

一般来庁者 

駐車場入口 

搬入口 



(ﾛ) 品温は２０℃程度で行います。 

(ﾊ) 原料区分、樽貯蔵の有無及び蒸留方法（常圧蒸留又は減圧蒸留）の別に並べて評価します。

なお、評価順の前後の出品酒でアルコール分が大きく異ならないよう配慮します。 

(ﾆ) 主原料又は蒸留方法の異なる原酒を混和した出品酒については、その旨を表示した上で

評価を行います。 

(ﾎ) 甘藷区分については、使用した主な甘藷品種によって「コガネセンガン」「その他白」「赤」

「紫」「橙」５つの色区分に分け、色区分を表示した上で評価を行います。色区分の概要及

び代表的な品種は次表のとおりです。 

色区分 概要 代表的な品種 

コガネセンガン コガネセンガン コガネセンガン 

その他白 
いもの肉色及び皮色が白色～黄色の

甘藷で、コガネセンガン以外のもの 

ジョイホワイト、シロユタカ、サ

ツママサリ、ダイチノユメ、源

氏、みちしずく、コガネタイガン 

赤 
いもの肉色が白色～黄色で、いもの皮

色が紅色、赤色又は赤紫色の甘藷 

べにはるか、ベニサツマ、ベニア

ズマ、高系１４号、シルクスイー

ト 

紫 
いもの肉色が紫色の甘藷（皮の色は問

わない。） 

ムラサキマサリ、アヤムラサキ、

パープルスイートロード、 

エイムラサキ 

橙 
いも又は蒸しいもの肉色が橙色の甘

藷（皮の色は問わない。） 

タマアカネ、ハマコマチ、はなあ

かね、安納いも 

(ﾍ) 黄麹を使用した場合等、(ﾊ)～(ﾎ)の内容以外で品質評価を行う上で参考となる事項があ

る場合は、出品者が希望した場合に限り、その旨を表示した上で評価を行います。 

なお、個者が特定される可能性のある事項などについては、開示しない又は類似の文言で

開示する場合があります。 

(ﾄ) 全出品酒について本審を行い、本審で優秀な成績であった出品酒について念審を行いま

す。 

(ﾁ) 本審は、上立ち香、含み香、味、香味の余韻・継続性及び香味の複雑性・調和の各項目を

採点法で評価し、それらを踏まえて採点法（総合的観点からの５段階評価）を行い総合評価

とするほか、プロファイル法（酒の香味特徴を詳細に描写する方法）による評価を行います。 

(ﾘ) 念審は、合議により評価を行います。 

ロ 一般酒の部 

(ｲ) 透明グラスから、各品質評価員が個別の容器に取り分けて評価します。 

(ﾛ) 品温は２０℃程度で行います。 



(ﾊ) 原料区分並びに蒸留方法（常圧蒸留又は減圧蒸留）及びイオン交換の有無の別に並べて評

価します。 

(ﾆ) 蒸留方法又はイオン交換の有無の異なる原酒を混和した出品酒については、その旨を表

示した上で評価を行います。 

(ﾎ) 甘藷区分については、使用した主な甘藷品種によって「コガネセンガン」「その他白」「赤」

「紫」「橙」５つの色区分に分け、色区分ごとに蒸留方法及びイオン交換の有無の別に並べ

て評価を行います。色区分の概要及び代表的な品種はイ(ﾎ)に掲げる表のとおりです。 

(ﾍ) 黄麹を使用した場合等、(ﾊ)～(ﾎ)の内容以外で品質評価を行う上で参考となる事項があ

る場合は、出品者が希望した場合に限り、その旨を表示した上で評価を行います。 

なお、個者が特定される可能性のある事項などについては、開示しない又は類似の文言で

開示する場合があります。 

(ﾄ) 全出品酒について予審を行い、予審を通過した出品酒について決審を行います。 

(ﾁ) 予審は、採点法（総合的観点からの４段階評価）を行い総合評価とするほか、プロファイ

ル法による評価を行います。 

(ﾘ) 決審は、味、香り、香味の調和の各項目を採点法で評価し、その平均点を総合評価としま

す。 

ハ 炭酸割りの部 

(ｲ) 評価に使用する試料は、品質評価の前日に出品酒及び炭酸水を混合したもの（以下、炭酸

割り焼酎といいます。）を５００ｍＬ容ペットボトルに入れ、４℃程度で保管したものとし

ます。 

なお、出品酒と炭酸水の混合比は、出品者が選択肢の中から指定することとします。 

(ﾛ) 炭酸割り焼酎の入ったペットボトルから評価直前に個別の容器に取り分けたものを、順

に品質評価員に供し、評価します。 

(ﾊ) 品温は４～８℃程度で行います。 

(ﾆ) 原料区分並びに樽貯蔵の有無の別に並べた上で、炭酸割り焼酎のアルコール分によって

グループ分けし、度数の低いグループから順に並べて評価します。 

(ﾎ) 蒸留方法（常圧蒸留又は減圧蒸留）、イオン交換の有無又は主原料の異なる原酒を混和し

た出品酒については、評価の参考として表示することがあります。 

(ﾍ) 甘藷区分については、樽貯蔵の有無の別に並べた上で、使用した主な甘藷品種によって

「コガネセンガン」「その他白」「赤」「紫」「橙」５つの色区分に分け、さらに炭酸割り焼酎

のアルコール分によってグループ分けし、度数の低いグループから順に並べて評価します。

色区分の概要及び代表的な品種はイ(ﾎ)に掲げる表のとおりです。 

(ﾄ) 黄麹を使用した場合等、(ﾆ)～(ﾍ)の内容以外で品質評価を行う上で参考となる事項があ

る場合は、出品者が希望した場合に限り、その旨を表示した上で評価を行います。 



なお、個者が特定される可能性のある事項などについては、開示しない又は類似の文言で

開示する場合があります。 

(ﾁ) 全出品酒について香り、味、香味の調和及びドリンカビリティ（二口目以降も飲みたいと

思う感覚）の各項目を採点法で評価し、それらを踏まえて採点法（総合的観点からの５段階

評価）を行い総合評価とするほか、プロファイル法（酒の香味特徴を詳細に描写する方法）

による評価を行います。 

⑷ 品質評価基準 

別紙２「品質評価基準」のとおりとします。 

⑸ 品質評価員 

国税局鑑定官及び独立行政法人酒類総合研究所職員、管内本格焼酎製造技術指導機関職員、九

州産本格焼酎の学識経験者、酒造組合等から推薦を受けた者等で、鑑定官室長が評価を依頼した

者とします。 

なお、チャレンジの部においては、国税局鑑定官及び独立行政法人酒類総合研究所職員、管内

本格焼酎製造技術指導機関職員、九州産本格焼酎の学識経験者等で、鑑定官室長が評価を依頼し

た者とします。 

また、酒造組合等から推薦を受けた者については、次のいずれかの条件に該当する者とします。 

イ 本格焼酎の指導、研究又は開発に携わり、本格焼酎の官能評価経験が５年以上ある者 

ロ 本格焼酎の製造に携わり、本格焼酎の官能評価経験が５年以上ある者 

ハ 清酒専門評価者等の酒類の官能評価に関する資格を持ち、かつ、本格焼酎の官能評価を必要

とする職業に携わり、その経験が５年以上ある者 

ニ その他、これらに準じると鑑定官室長が認めた者 

５ 審査 

⑴ 本審・予審通過基準 

チャレンジの部は、本審における出品酒の総合評価が出品場数の上位２０％程度のものとし

ます。なお、出品点数等によっては変更することがあります。 

一般酒の部は、予審における出品酒の総合評価評点が、原料区分ごとの出品酒全体のおおむね

平均点以下のものとします。 

また、出品規格を満たしていない出品酒は、本審又は予審を通過しないこととします。 

⑵ 成績の決定 

イ 全出品区分共通 

出品酒のうち品質評価の成績が特に優秀であった出品酒を優等賞とします。 

なお、出品規格を満たしていない出品酒は、優等賞としないこととします。 

また、後日出品規格を満たしていないことが判明した場合には、優等賞を取り消すことがあ

ります。 



ロ チャレンジの部 

念審において香味が品質評価基準に合致しているか再確認した上で、優等賞を選定します。 

ハ 一般酒の部 

入賞割合は原則として原料区分ごとに出品場数の４０％以内とします。 

ニ 炭酸割りの部 

入賞割合は原則として出品場数の４０％以内とします。 

また、樽貯蔵を行っていない出品酒のうち品質評価の成績が最も優秀であった出品酒を「ベ

ストホワイト焼酎ソーダ」として表彰します。 

⑶ 授賞対象からの除外 

次のいずれかに該当する出品酒には、優等賞を授与しません。 

また、後日該当することが判明した場合には授賞を取り消すことがあります。 

イ 令和６年以降の当局酒類鑑評会において、出品に際し故意に不正を行った者の出品酒 

ロ 令和６年４月１日以降に、以下のいずれかの処分等を受けた者の出品酒 

(ｲ) 酒税法又は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定による罰金以上の刑 

(ﾛ) 国税徴収法の規定による財産の差押処分 

(ﾊ) 国税又は地方税の重加算税賦課決定 

(ﾆ) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第８６条の３第５項及び第８６条の６第４項

の規定による公表（公正な取引の基準及び酒類の表示の基準を遵守すべき旨の指示に従わ

ない酒類製造業者の公表） 

(ﾎ) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第８６条の４及び第８６条の７の規定による

命令（公正な取引の基準及び酒類の表示の重要基準を遵守すべき旨の指示に従わない酒類

製造業者に対する命令） 

(ﾍ) 食品衛生法及び食品表示法の規定による罰金以上の刑 

ハ 「壱岐」「球磨」「琉球」「薩摩」「グラッパ」等、日本国内で保護されている蒸留酒の地理的

表示と同一の文言（ひらがな、ローマ字等による表記を含む。）をラベルに表示している出品

酒 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。 

(ｲ) 人吉税務署管内からの出品で、原料区分が「米」に該当する出品酒の銘柄名への「球磨」

の使用 

(ﾛ) 鹿児島県内（大島税務署管内を除く。）からの出品で、原料区分が「甘藷」に該当する出

品酒の銘柄名への「薩摩」の使用 

ニ その他公序良俗に反する行為を行い、熊本国税局長が優等賞を授与するにふさわしくない

と判断した者の出品酒 

６ 審査結果の公表 



審査の概況並びに優等賞名簿（製造場名、銘柄名等）については、報道機関に資料提供するとと

もに、令和８年４月１５日（水）午前１０時に国税庁ホームページ熊本国税局コーナーに日本語及

び英語で掲載する予定です。 

（https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/index.htm） 

７ 表彰式 

審査の結果、優等賞となった出品酒の製造場及び杜氏等製造責任者に対して熊本国税局長から

表彰状を授与します。出品酒の製造場に対しては英文での証明書も交付します。 

⑴ 日時 

令和８年４月２２日（水）午前１０時３０分から 

⑵ 場所 

未定（熊本市内） 

詳細については、おって対象者へ連絡します。 

８ 製造技術研究会 

⑴ 目的 

製造技術基盤の強化を図るため、出品酒をきき酒する機会を提供します。 

ただし、上位酒を中心として公開し、全ての出品酒の公開はしません。 

⑵ 日時及び場所 

イ 令和８年４月２２日（水）午前１０時３０分から 

場所は熊本地方合同庁舎内を予定しています。詳細については、おって連絡します。 

ロ 令和８年４月２３日（木）午前１０時３０分から 

場所は上記イと同様です。 

（注） ２日間とも同内容の展示とします。 

⑶ 参加資格者 

製造技術研さんの目的で実施していることから、参加は原則として酒類製造従事者、酒類製造

技術指導機関職員、酒造組合職員、酒類鑑評会品質評価員、報道関係者及び鑑定官室長が認めた

者に限り、一般の方の参加は認めないこととします。 

なお、熊本国税局管内の清酒又は本格焼酎の製造業者の方であれば、出品の有無に関わらず参

加可能です。 

⑷ 申込方法 

製造技術研究会への参加には、入場整理券を必要とします。入場希望者は、事前にインターネ

ット上から申込みを行ってください。詳細は別添６「令和８年製造技術研究会の申込方法」のと

おりです。 

イ 申込期限 



令和８年３月６日（金） 

ロ 注意事項 

(ｲ) 会場の混雑防止のため、入場整理券の発行数に上限を設けております。希望に沿えない

場合がありますので、御了承ください。 

(ﾛ) 飲酒運転防止のため、当日の車の運転をする方の来場は固くお断りします。 

(ﾊ) ２０歳未満の方の来場は固くお断りします。 

⑸ 品質評価サンプル酒の展示（２日間とも展示します） 

会場内には、特徴的な香りを有している焼酎及び香りサンプルを展示します。 

⑹ 追加出品酒 

製造技術研究会での公開用として、チャレンジの部の出品酒のうち優れたものについて、審査

後、文書又は電話により追加送付を依頼します。お手数ですがチャレンジの部の出品酒について、

９００ｍＬ瓶詰品２本（７００ｍＬ以上９００ｍＬ未満の場合は３本）を用意できるよう、出品

酒と同じものをあらかじめ確保願います。 

９ その他 

⑴ 品質評価等結果の通知 

品質評価等結果の詳細は、後日、熊本国税局鑑定官室から通知します。 

⑵ 受賞の表示 

受賞の表示を行う場合は、「不当景品類及び不当表示防止法」を遵守してください。 

なお、受賞表示のできる本格焼酎は、出品酒目録記載の貯蔵容器内の本格焼酎のみとします。 

⑶ 出品酒の課税処理等 

出品の際には、記帳及び課税処理を確実に行うとともに、出品及び出品酒の返却に要する諸経

費（送料）は、全て出品者の負担となることに御留意ください。 

⑷ 提出書類記載事項の取扱い 

出品酒目録、出品酒調査表等に記載された内容は、酒類鑑評会に係る業務にのみ使用します。

個者の製造技術に関するデータを出品者が特定できる形で公表することはありませんが、製造技術向

上に資する目的で集計値等を酒造講話会等で活用することがあります。 

⑸ 出品酒の取扱い 

出品酒については、本格焼酎の品質及び製造技術向上に資する目的で研究やアンケート調査

等に使用することがあります。 

なお、希望者には品質評価及び製造技術研究会終了後、未開封のものに限り出品酒を返却いた

します。希望する場合は、「出品酒目録」にその旨を記載し、着払い送付用紙及び返品証明書を

令和８年３月６日（金）までに熊本国税局鑑定官室宛提出してください。 



 

 

別紙１ 

出品に当たっての留意事項（本格焼酎） 

１ 出品酒目録の記入に当たっての留意事項 

⑴ 全出品区分共通の留意事項 

イ 正式な名称の記入 

出品酒目録に基づいて表彰状等を作成します。製造場名、銘柄、杜氏等製造責任者氏名等は、

正式な名称を記入してください。手書きの場合は可能な限り丁寧に楷書体で記入し、略字等は

使用しないでください。 

なお、字体に指定がある場合（「薩」か「薩」かなど）は特記欄にその旨を御記載ください。

御指定の字体を表彰状の筆耕に反映します（ホームページでは表示環境により字体が異なる

ため、御指定の字体で表示できない場合があります）。 

また、公表を希望しない項目がある場合（蒸留方法、使用原料の品種等）は、特記欄にその

旨を御記載ください。ただし、出品者を特定できない形で集計結果等を公表する場合がありま

す。 

ロ 英語（アルファベット）表記について 

英語（アルファベット）表記は、英文証明書及び英語版優等賞名簿に使用します。記載内容

をそのまま転記しますので、誤りのないように記入してください。 

また、大文字と小文字の区別やコンマやスペース等の有無にも注意してください。 

表記については、過去の酒類鑑評会での表記やラベルの表記、輸出で使用している名称、ウ

ェブサイトで使用している表記等を参考に、よく検討してください。 

（表記例） 一例であり、強制するものではありません。 

株式会社及び有限会社 → 「Co., Ltd.」「Corporation」等 

合資会社 → 「Limited Partnership」等 

合名会社 → 「General Partnership」等 

鑑定酒造株式会社 本丸蒸留所 → 「Kantei Shuzo Co., Ltd. Hommaru Distillery」等 

ハ 原料区分 

「甘藷」「麦」「黒糖」「米・その他」から、該当する原料区分を選択してください。「米・そ

の他」区分の場合は、主原料名（米、そば、酒粕、栗等）も記入してください。 

ニ 貯蔵容器番号及び貯蔵数量 

出品酒の貯蔵容器番号及び貯蔵数量は、採取時の貯蔵容器の番号及び数量とします。一つの

貯蔵容器につき可能な出品点数は１点としますので御留意ください。 

ホ 蒸留区分 

出品酒を構成する原酒の全量を常圧で蒸留した場合は、「常圧 100%」、全量を減圧で蒸留し

た場合は「減圧 100%」を選択してください。常圧蒸留した原酒と減圧蒸留した原酒を混和し



 

 

ている場合は、ブレンド割合や酒質から判断し、「常圧減圧混和（常圧で審査）」又は「常圧減

圧混和（減圧で審査）」を選択してください。 

審査の際は、「常圧 100%」及び「常圧減圧混和（常圧で審査）」を常圧区分、「減圧 100%」及

び「常圧減圧混和（減圧で審査）」は減圧区分で審査し、常圧減圧混和についてはその旨を表

示します。 

なお、製造技術研究会に展示する際は、審査時の区分（常圧又は減圧）を表示することがあ

ります。 

ヘ アルコール分 

出品酒（炭酸割りの部の場合は炭酸水で割る前のもの）のアルコール分を記入してください。

可能な限り、小数第一位まで記入してください。 

ト 甘藷の色区分及び品種名 

甘藷区分は、使用した甘藷品種によって「コガネセンガン」「その他白」「赤」「紫」「橙」の

５つの色区分に分けて審査しますので、使用した甘藷の品種名及び色区分を記入してくださ

い。複数の色区分の甘藷を使用した場合は、ブレンド割合や酒質等から判断し、主な色区分を

１つ選択してください。色区分の概要及び代表的な品種は次表のとおりです。 

なお、審査時には甘藷の色区分のみを表示し、品種名の表示は行いません。 

色区分 概要 代表的な品種 

コガネセンガン コガネセンガン コガネセンガン 

その他白 
いもの肉色及び皮色が白色～黄色の

甘藷でコガネセンガン以外のもの 

ジョイホワイト、シロユタカ、サツ

ママサリ、ダイチノユメ、源氏、み

ちしずく、コガネタイガン 

赤 
いもの肉色が白色～黄色で、いもの皮

色が紅色、赤色又は赤紫色の甘藷 

べにはるか、ベニサツマ、ベニアズ

マ、高系１４号、シルクスイート 

紫 
いもの肉色が紫色の甘藷（皮の色は問

わない。） 

ムラサキマサリ、アヤムラサキ、パ

ープルスイートロード、エイムラサ

キ 

橙 
いも又は蒸しいもの肉色が橙色の甘

藷（皮の色は問わない。） 

タマアカネ、ハマコマチ、はなあか

ね、安納いも 

チ 品質評価時に開示を希望する事項 

特殊な原料、製造方法等で、品質評価時に開示希望する事項があれば記入してください。 

なお、記入いただいた場合でも個者が特定される可能性のある事項などについては、開示し

ない又は類似の文言で開示する場合があります。 

⑵ 個別の出品区分における留意事項 

イ 出品酒の順序（チャレンジ・一般酒） 

本格焼酎部門に対する表彰状は、各出品区分、１製造場につき１枚です。同出品区分で複数

の出品酒が入賞した場合は、出品酒番号順に入賞酒全ての銘柄を記載しますので、複数点数出

品が可能なチャレンジの部及び一般酒の部の出品酒は、表彰状に掲載を希望する順に記入し



 

 

てください。 

ロ 樽貯蔵（チャレンジ・炭酸割り） 

出品酒を構成する原酒のうち、全量樽貯蔵を行った場合は、「有」、全量樽貯蔵を行っていな

い場合は「無」を選択してください。一部の原酒にのみ樽貯蔵を行った場合は「一部有」を選

択してください。 

ハ 着色度（チャレンジ・炭酸割り） 

樽貯蔵を行ったもの（一部の原酒のみ樽貯蔵を行った場合も含む。）を出品する場合のみ、

着色度（430nm及び 480nmの吸光度）を記入してください。着色度の分析が困難な場合は、空

欄で構いません。着色度が 0.080を超えるものは出品できませんので、留意してください。 

ニ イオン交換（一般酒・炭酸割り） 

出品酒を構成する原酒のうち、全量にイオン交換処理を行った場合は、「有 100%」、全量に

イオン交換処理を行っていない場合は「無 100%」を選択してください。一部の原酒にのみイ

オン交換処理を行った場合は「一部有」を選択してください。 

一般酒の部の審査の際は、「有 100%」及び「一部有」をイオン交換処理有区分で審査し、「一

部有」についてはその旨を表示します。 

なお、製造技術研究会に展示する際は、審査時の区分（イオン交換処理有又は無）を表示す

ることがあります。 

ホ 原料区分と異なる主原料で製成した焼酎のブレンド（チャレンジ） 

原料区分と異なる主原料で製成した焼酎をブレンドしていない場合は「無」を、ブレンドし

ている場合は「甘藷」「麦」「黒糖」「米・その他」から、該当する原料区分を選択してくださ

い。「米・その他」区分の場合は、主原料名（米、そば、酒粕、栗等）も記入してください。 

ヘ 蒸留日（最も古いもの）（一般酒） 

出品酒に使用した原酒のうち、蒸留日の最も古いものについて、蒸留日を記入してください。 

ト 炭酸割りの比（炭酸割り） 

炭酸割りの部においては、品質評価時に出品酒と炭酸水を混合したものを使用しますので、

出品酒の量を１としたときに混合する炭酸水の量を「1.0」～「7.5」の中から選択してくださ

い。 

例えば、出品酒：炭酸水＝１：２で割りたいときは「2.0」を、出品酒：炭酸水＝１：3.5で

割りたいときは「3.5」を選択してください。 

 

２ 出品酒調査表の記入に当たっての留意事項 

⑴ 作成方法及び提出方法 

エクセルファイルの場合は、チャレンジの部、一般酒の部及び炭酸割りの部について各１枚の

シートに入力する形式としております。 



 

 

手書きの場合は、出品酒１点につき１枚作成してください。複数点の出品をする場合は、用紙

を複写して記入してください。ただし、蒸留年月日等の一部項目を除き各項目が全て同じ出品酒

であれば、出品酒番号に複数の○を付けた上で１枚に省略して差し支えありません。その場合は、

それぞれの出品酒についての内容がわかるように記入してください。 

⑵ 記入方法 

実際の製造事績に従って記入してください。マイナスの記号には、「－」を使用し、「△」等

は使用しないでください。 

複数仕込のブレンドの場合は、チャレンジの部はすべての基材を、一般酒の部及び炭酸割りの

部においては代表的な基材を記入してください。測定していない又は長期貯蔵酒等で不明な項

目については、記入を省略しても構いません。 

⑶ チャレンジの部 

イ 出品酒に使用した基材 

複数仕込のブレンドの場合は、出品酒に使用した１仕込ごとの基材について、ブレンド割合

の多いものから順に、すべて記入してください。ブレンドを実施していないものは、基材１の

欄にのみ記入してください。 

(ｲ) 主原料名 

「甘藷」「麦」「黒糖」「米・その他」から、該当する主原料を選択してください。「米・そ

の他」の場合は、主原料名（米、そば、酒粕、栗等）も記入してください。 

(ﾛ) 蒸留区分 

蒸留の区分を選択してください。 

(ﾊ) アルコール分及び貯蔵前アルコール分 

「アルコール分」には、ブレンドである場合は各基材についてブレンドの直前、ブレンド

でない場合は採取時のアルコール分を記入してください。 

木樽に貯蔵していた間に貯蔵中にアルコール分が減少した場合は、「貯蔵前アルコール分」

に貯蔵前のアルコール分を記入してください。貯蔵中にアルコール分が減少していない場

合は、「貯蔵前アルコール分」の記入は不要です。 

(ﾆ) 容器番号及び貯蔵数量 

出品酒の容器番号及び貯蔵数量は、ブレンドである場合は各基材についてブレンドの直

前、ブレンドでない場合は採取時の貯蔵容器の番号及び数量とします。 

(ﾎ) 主な貯蔵方法 

蒸留後の原酒を貯蔵していた主な容器を選択してください。 

(ﾍ) 木樽の種類 

主な貯蔵方法で「木樽」を選択した場合は、その木樽の種類について、次の３項目を選択

又は記入してください。 

・輸入又は国産の別 

・新樽又は中古の別（中古の場合は使用直前に樽に貯蔵されていた酒類を記入） 

・樽に使用された木材の種類 



 

 

(ﾄ) 貯蔵期間 

基材ごとに蒸留直後からブレンドまでの貯蔵期間を記入してください。１か月に満たない

期間は切り捨ててください。ブレンド後にさらに貯蔵した場合や、時期をずらして複数回ブ

レンドした場合は、ブレンドに使用した基材、ブレンド後の貯蔵期間や貯蔵容器等について、

備考欄に記入してください。 

(ﾁ) ブレンド数量 

複数の基材をブレンドした場合、使用した基材の数量を記入してください。ブレンドして

いない場合は記入不要です。 

ロ 目標とした香味 

出品酒について、目標とした香味を「上立ち香」「含み香」「味」「余韻」に分けて記入して

ください。すべての項目を埋める必要はありませんが、少なくとも１項目は記入してください。 

ハ 主力製品と異なる特別な製造方法 

主力製品と異なる特別な製造方法の実施有無について、製造過程等の区分ごとに選択して

ください。また、「有」とした特別な製造方法については、その内容を詳細に記入してくださ

い。特別な製造方法の実施は出品規格上、必須条件となりますので、少なくとも１つの区分に

おいて「有」を選択してください。 

⑷ 一般酒の部及び炭酸割りの部 

イ 原料 

(ｲ) 原料名 

麹原料及び掛原料について記入してください。米麹と麦麹を併用した場合や２種類の掛原

料を使用した場合等、麹原料又は掛原料を２種類使用している場合は、「その他原料」欄に

記入してください。 

なお、原料の加工状態は、例えば米であれば砕米、丸米、麦であれば丸麦、押麦等、様々

ありますがその状態は問いません。 

(ﾛ) 産地 

該当するものを選択してください。国産と外国産を併用した場合は、「両方」を選択して

ください。 

(ﾊ) （主な）品種名 

米、麦及び甘藷については、使用した原料の品種名を記入してください。複数品種を使用

した場合は、全て記入するか、使用量の多いもののみ記入してください。不明な場合は「不

明」と記入してください。 

黒糖、そば及びその他の原料については記入不要です。 

ロ 種麹の色 

使用した種麹菌の色（白、黒、黄）を選択してください。複数使用した場合は、当てはま

るものを全て選択してください。 

ハ 仕込 

(ｲ) 「１次仕込」と「２次仕込以降」について 

麹のみを発酵させる段階を「１次仕込」、掛原料を加えた以降を「２次仕込以降」とし、



 

 

それぞれの項目を記入してください。 

全麹仕込の場合は、麹を１度に投入する場合は「１次仕込」のみに記入し、２度に分けて

投入する場合は２回目を「２次仕込以降」としてください。 

いわゆる「どんぶり仕込」や清酒の段仕込のように、麹と掛原料を初めから投入する場合

は、１度目の仕込を「１次仕込」、２度目以降を「２次仕込以降」としてください。 

「半麹」等、麹を２回に分けて仕込む場合は、掛原料を加える前までを「１次仕込」、掛

原料を加えた以降を「２次仕込以降」としてください。 

(ﾛ) 使用酵母名 

使用酵母名について、下表を参考に記入してください。また、使用酵母が複数ある場合に

ついては、使用割合の多いものについて記入してください。 

なお、「清酒酵母」又は「その他」に該当する場合は、「きょうかい 901号酵母」等、でき

る限り正確な名称を記入してください。 

熊本県酵母 CAN1 宮崎酵母 鹿児島６号酵母 清酒酵母（  ） 

熊本県酵母 KF1 平成宮崎酵母 鹿児島香り酵母 ワイン酵母 

熊本県酵母 KF3 鹿児島２号酵母 協会焼酎２号 自社酵母 

熊本県酵母 KF7 鹿児島４号酵母 協会焼酎３号 その他（   ） 

大分酵母 鹿児島５号酵母 協会焼酎４号  

ニ 蒸留 

 蒸留のうち、主なもの１釜について記入してください。留液を合併して製成（検定）して 

いる場合は、製成時アルコール度数等は合併後の数値で構いません。 

ホ 精製 

冷却ろ過及び活性炭の使用有無を選択してください。油のすくい取り、中空糸フィルター等

によるろ過等も含め、精製を行っていない場合は「精製無」を選択してください。 

冷却ろ過とは、積極的な冷却操作によって油性物質の分離を行い、取り除くことをいいます。

冬期に自然に温度が下がったものは除きます。 

ヘ 出品酒（想定するタイプ） 

炭酸割りの部については、別紙２「品質評価基準」を参考に、出品酒に該当すると想定され

るタイプを下表から選択してください。この項目の回答内容は結果の集計・解析のみに使用し

ます。品質評価員へは開示せず、審査順の決定等にも一切使用しません。 

タイプ 

飲みごたえ・飲み進め・わからない 

 

３ 出品票記入等に当たっての留意事項 

出品票は、出品点数１点につき、出品本数分作成してください。用紙が不足する場合は複写して

ください。エクセルファイルの場合は、出品酒目録に記入した内容が転記されます。内容に誤りが

ないことを確認後、Ａ４用紙に印刷して使用してください。 

作成した出品票は点線に沿って切り取り、瓶の胴部分に貼付してください。 

また、出品票と共に化粧ラベルを貼付してください。化粧ラベルは原則として出品酒目録に記載

の銘柄と同一の名称のものとしますが、同一名称の化粧ラベルを保有していない場合は、適宜のも



 

 

のを貼り付けてください。 

⑴ 蒸留方法 

出品酒目録で「常圧 100%」又は「常圧減圧混和（常圧で審査）」を選択した場合は「常圧」を、

「減圧 100%」及び「常圧減圧混和（減圧で審査）」を選択した場合は「減圧」をそれぞれ〇で囲

んでください。 

⑵ イオン交換 

一般酒の部又は炭酸割りの部において、出品酒目録で「有 100%」又は「一部有」を選択した場

合は「有」を、「無 100%」を選択した場合は「無」をそれぞれ○で囲んでください。 

⑶ アルコール分 

チャレンジの部又は炭酸割りの部において、出品酒のアルコール分（炭酸割りの部は炭酸水で

割る前のアルコール分）を記入してください。 

⑷ 炭酸割りの比 

炭酸割りの部において、出品酒１に対する炭酸水の混合量を 1.0～7.5 の範囲で 0.5度刻みで

記入してください。 

⑸ 樽貯蔵 

チャレンジの部又は炭酸割りの部において、出品酒目録で「有」又は「一部有」を選択した場

合は「有」を、「無」を選択した場合は「無」をそれぞれ○で囲んでください。 

⑹ 原料区分 

該当する原料区分を○で囲んでください。米・その他区分の場合は、カッコ内に主原料名を記

入してください。 

⑺ 甘藷区分 

甘藷区分の出品酒については、使用した甘藷品種名を記入し、色区分を〇で囲んでください。  



 

 

 

 

  
令和８年出品票（本格焼酎） 

一般酒 １ 

製
造
場
名 

鑑定酒造株式会社 

本丸蒸留所 

税務署 熊本西 

蒸留 
方法 

常圧・減圧 イオン
交換 

無・有 

原料 
区分 

甘藷・麦・黒糖 

米その他（      ） 

甘藷 
区分 

コガネ・白・赤・紫・橙 

（品種名 シルクスイート ） 

 

出品票 

２ｃｍ 

化粧ラベルは、出品票から

最も離れた裏側の場所に貼

付してください。 

約２ｃｍ 



 

 

別紙２ 

品質評価基準 

１ チャレンジの部 

品質評価基準 

香味が複雑かつ豊かであり、経時的な香味の連続性に違和感がなく調和し、原

料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が優れているものを評価します。減圧蒸留酒に

ついては、味に透明感があって切れが感じられるものも評価します。 

本 審 

品質評価項目は、上立ち香、含み香、味、香味の余韻・継続性、香味の複雑性・

調和及び任意記載事項とし、これらを踏まえた上で総合評価を採点します。 

１ 上立ち香 

上立ち香が非常に良いもの････････････････････････････････････････１点 

上立ち香がとても良いもの････････････････････････････････････････２点 

上立ち香がやや良いもの･･････････････････････････････････････････３点 

上立ち香が無難なもの････････････････････････････････････････････４点 

上立ち香に原料（製法）又は貯蔵に基づく明らかな欠点があるもの････５点 

２ 含み香 

含み香が非常に良いもの･･････････････････････････････････････････１点 

含み香がとても良いもの･･････････････････････････････････････････２点 

含み香がやや良いもの････････････････････････････････････････････３点 

含み香が無難なもの･･････････････････････････････････････････････４点 

含み香に原料（製法）又は貯蔵に基づく明らかな欠点があるもの･･････５点 

３ 味 

味が非常に良いもの･･････････････････････････････････････････････１点 

味がとても良いもの･･････････････････････････････････････････････２点 

味がやや良いもの････････････････････････････････････････････････３点 

味が無難なもの･･････････････････････････････････････････････････４点 

味に原料（製法）又は貯蔵に基づく明らかな欠点があるもの･･････････５点 

４ 香味の余韻・継続性 

香味の余韻が非常に良く、余韻がとても長く続くもの････････････････１点 

香味の余韻がとても良く、余韻がやや長く続くもの･･････････････････２点 

香味の余韻がやや良いもの････････････････････････････････････････３点 

香味の余韻が無難なもの･･････････････････････････････････････････４点 

香味の余韻に原料（製法）又は貯蔵に基づく明らかな欠点があるもの･･５点 

５ 香味の複雑性・調和 

香味がとても複雑で調和が非常に良いもの･･････････････････････････１点 

香味が複雑で調和がとても良いもの････････････････････････････････２点 

香味の調和がやや良いもの････････････････････････････････････････３点 

香味の調和に無難なもの･･････････････････････････････････････････４点 

香味の調和に欠けるもの･･････････････････････････････････････････５点 

６ 総合評価 

香味が複雑かつ豊かで（味に透明感があって切れがあり）、経時的な香味の連



 

 

続性に違和感がなく調和し、原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が非常に優れ

ているもの････････････････････････････････････････････････････････１点 

香味が複雑かつ豊かで（味に透明感があって切れがあり）、経時的な香味の連

続性に違和感がなく調和し、原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が優れている

もの･･････････････････････････････････････････････････････････････２点 

香味が複雑かつ豊かで（味に透明感があって切れがあり）、経時的な香味の連

続性に違和感がなく調和し、原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が良いも

の････････････････････････････････････････････････････････････････３点 

香味の複雑性（味の透明感及び切れ）、香味の調和、並びに原料、製造工程及

び貯蔵に基づく特性のいずれかが無難なもの･･････････････････････････４点 

香味の複雑性（味の透明感及び切れ）、香味の調和、又は原料、製造工程及び

貯蔵に基づく特性のいずれかが欠けるもの････････････････････････････５点 

念 審 品質及び製造方法等の情報を基に、合議により評価します。 

  



 

 

２ 一般酒の部 

品質評価基準 

１ 甘藷区分（コガネセンガン） 

 原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が優れているものを評価します。 

また、多様な酒質の本格焼酎を評価するため、次のようなものを評価します。 

⑴ 甘藷の甘い香りや香ばしさがあり、ふくらみのある味わいのもの 

代表的な特性は次のとおりです。 

香りの特性：「蒸し芋」「焼き芋」「カラメル」「わたあめ」「蜂蜜」「紅茶」

「焦がし・ロースト」 

味の特性 ：「旨みある」「後味良い」 

⑵ 華やかな香りがあり、きれいな味わいのもの 

代表的な特性は次のとおりです。 

香りの特性：「バナナ・メロン」「リンゴ」 

⑶ すっきりした香味で、なめらかな口当たりのもの 

２ 甘藷区分（コガネセンガン以外） 

コガネセンガン区分の品質評価基準に加えて、それぞれの色区分について以下

の特性が感じられるものも評価します。 

⑴ その他白区分 

柑橘類やマスカット、ラベンダーを思わせる香りのあるもの 

⑵ 赤区分 

甘い香りが豊かであり、芳醇な味わいのもの 

⑶ 紫区分 

甘い香りが豊かであり、ヨーグルトを思わせる香りがあるもの 

ただし、ヨーグルト様の香りが突出し、香味の調和を欠くものを除きます。 

⑷ 橙区分 

キンモクセイやニンジン、ラベンダー、蜂蜜、紅茶、果実を思わせる甘い

香りのあるもの 

３ 麦区分 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が優れているものを評価します。 

⑴ 麦又は麹由来の香ばしい香りや甘い香りがあり、旨みのあるもの 

代表的な特性は次のとおりです。 

香りの特性：「コーヒー」「焦がし・ロースト」「チョコ」「ナッツ」「バニラ」 

味の特性 ：「旨みある」「後味良い」 

⑵ 華やかな香りで、きれいな味わいのもの 

代表的な特性は次のとおりです。 

香りの特性：「バナナ・メロン」「リンゴ」 

⑶ おだやかな香りで、なめらかな口当たりのもの 

４ 黒糖区分 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が優れているものを評価します。 

⑴ 黒糖由来の甘い香りや香ばしい香りがあり、旨みのあるもの 

代表的な特性は次のとおりです。 



 

 

香りの特性：「黒糖」「糖蜜」「小豆・あんこ」  

また、次の指摘事項はある程度許容されます。 

香りの指摘事項：「酸臭」 

⑵ みかんなど果実を思わせる香りがあり、きれいな味わいのもの 

代表的な特性は次のとおりです。 

香りの特性：「柑橘」「バナナ・メロン」「リンゴ」 

また、次の指摘事項はある程度許容されます。 

香りの指摘事項：「酸臭」 

⑶ おだやかな香りで、なめらかな口当たりのもの 

５ 米・その他区分 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく特性が優れているものを評価します。 

米を主原料としているものは、次の特性が感じられるものを評価します。 

⑴ 米又は米麹由来の香ばしい香りがあり、旨みのあるもの 

⑵ 華やかな香りで、きれいな味わいのもの 

代表的な特性は次のとおりです。 

香りの特性：「バナナ・メロン」「リンゴ」 

⑶ おだやかな香りで、なめらかな口当たりのもの 

予 審 

品質評価項目は、総合評価及び任意記載事項とします。 

原料不良臭、アルデヒド、酸臭、コゲ臭等の香味の欠点がない酒を評価し、以下

の基準で総合評価を採点します。 

香り、味及びその調和が優れているもの････････････････１点 

香り、味及びその調和が良いもの･･････････････････････２点 

香り、味及びその調和が無難なもの････････････････････３点 

香り、味及びその調和に欠けるもの････････････････････４点 

決 審 

品質評価項目は、香り、味、調和とします。 

特定の香味成分のみが著しく突出することなく、香味と原料特性が優れているこ

とを評価し、以下の基準で採点した香り、味、調和の平均点を総合評価とします。 

１ 原料特性（香） 

原料（製法）及び貯蔵に基づく香りの特性が優れているもの･１点 

原料（製法）及び貯蔵に基づく香りの特性が良いもの･･･････２点 

原料（製法）及び貯蔵に基づく香りの特性が無難なもの･････３点 

原料（製法）及び貯蔵に基づく香りの特性に欠けるもの･････４点 

２ 原料特性（味） 

原料（製法）及び貯蔵に基づく味の特性が優れているもの･･･１点 

原料（製法）及び貯蔵に基づく味の特性が良いもの･････････２点 

原料（製法）及び貯蔵に基づく味の特性が無難なもの･･･････３点 

原料（製法）及び貯蔵に基づく味の特性に欠けるもの･･･････４点 

３ 調和 

香味の調和が優れているもの･････････････････････････････１点 

香味の調和が良いもの･･･････････････････････････････････２点 



 

 

香味の調和が無難なもの･････････････････････････････････３点 

香味の調和に欠けるもの･････････････････････････････････４点 

  



 

 

 

３ 炭酸割りの部 

品質評価基準 

炭酸水で酒を割った際、原料、製造工程及び貯蔵に基づく香味の特性が優れ、香

味が調和し、爽やかで切れが良い又は心地よい余韻があり、二口目以降も飲みたく

なるものを評価します。 

また、多様な酒質の本格焼酎を評価するため、評価の際は各評価員が酒質に基づ

いて以下の２つにタイプ分けを行います。 

なお、タイプの判別が困難な場合は、「タイプなし」とします。 

１ 飲みごたえタイプ：味わいが濃厚で飲みごたえのあるもの 

２ 飲み進めタイプ：味わいが軽快で飲み進められるもの 

本 審 

品質評価項目は、香り、味、香味の調和、ドリンカビリティ及び任意記載事項と

し、これらを踏まえた上で総合評価を採点します。 

１ 香り 

香りが非常に良いもの･･････････････････････････････････････････１点 

香りがとても良いもの･･････････････････････････････････････････２点 

香りがやや良いもの････････････････････････････････････････････３点 

香りが無難なもの･･････････････････････････････････････････････４点 

香りに原料（製法）又は貯蔵に基づく明らかな欠点があるもの･･････５点 

２ 味 

味が非常に良いもの････････････････････････････････････････････１点 

味がとても良いもの････････････････････････････････････････････２点 

味がやや良いもの･･････････････････････････････････････････････３点 

味が無難なもの････････････････････････････････････････････････４点 

味に原料（製法）又は貯蔵に基づく明らかな欠点があるもの････････５点 

３ 香味の調和 

香味の調和が非常に良いもの････････････････････････････････････１点 

香味の調和がとても良いもの････････････････････････････････････２点 

香味の調和がやや良いもの･･････････････････････････････････････３点 

香味の調和に無難なもの････････････････････････････････････････４点 

香味の調和に欠けるもの････････････････････････････････････････５点 

４ ドリンカビリティ（二口目以降も飲みたいと思う感覚） 

ドリンカビリティが非常に高いもの･･････････････････････････････１点 

ドリンカビリティがとても高いもの･･････････････････････････････２点 

ドリンカビリティがやや高いもの････････････････････････････････３点 

ドリンカビリティが普通なもの･･････････････････････････････････４点 

ドリンカビリティが低いもの････････････････････････････････････５点 

５ 総合評価 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく香味の特性が非常に優れており、香味が調和

し、爽やかで切れが良い又は心地よい余韻があり、二口目以降も非常に飲みたく

なるもの････････････････････････････････････････････････････････１点 



 

 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく香味の特性が優れており、香味が調和し、爽

やかで切れが良い又は心地よい余韻があり、二口目以降もとても飲みたくなる

もの････････････････････････････････････････････････････････････２点 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく香味の特性が良く、香味が調和し、爽やかか

つ切れが良い又は心地よい余韻があり、二口目以降も飲みたくなるも

の･･････････････････････････････････････････････････････････････３点 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく香味の特性、香味の調和又は爽やかさ若しく

は余韻のいずれかが無難なもの････････････････････････････････････４点 

原料、製造工程及び貯蔵に基づく香味の特性、香味の調和又は爽やかさ若しく

は余韻のいずれかが欠けるもの････････････････････････････････････５点 

 


